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ワクチン接種は任意です。強制ではありません。
　４回目の接種は60歳以上の方及び18歳～59歳の基礎疾患のある方を対象に、３回目の接
種から５か月以上の間隔を空けて１回接種します。
　60歳以上の方の接種券は、３回目を接種した日の５か月後までに郵送します。接種の予約
の方法については、接種券に同封の案内をご確認ください。
　なお、３回目の接種後に転入した方や、海外で接種した方は、接種券の発行申請が必要です。

坂町子育て応援臨時支援金
　坂町では、コロナ禍において、原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰対応として、
町内の子育て世帯の生活を支援するため、町独自の支援金を給付します。
対　象　●　和４年６月１日に坂町にお住まいの平成16年４月２日以降に生まれた子（高校

３年生相当まで）
　　　　●　和４年６月１日から　和５年４月１日までに生まれた子
給付額　対象の子１人につき１万円

武田社ワクチン（ノババックス）の接種について
　武田社ワクチン（ノババックス）は、組換えタンパクワクチンで不活化ワクチンの一種で
あり、B型肝炎ウイルスワクチンなど、他のワクチンでも使用実績があります。
対　　象　18歳以上で、1～3回目の接種の方（※4回目の接種では使用できません。）1・2回

目にmRNAワクチン（ファイザーやモデルナ）を接種した方も交互接種が可能です。
予約方法　坂町コロナワクチン予約窓口までお電話ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。支給は一回限りです。
対　象　●公的年金等（遺族年金、障害年金、老　年金、労災年金、遺族補償など）を受給

していることにより、　和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯
　　　　●　和２年の収入が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、　和４

年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準
となっている世帯

給付額　対象の子１人につき5万円　　申請締切　　和５年２月28日（火）
問合せ　役場民生課　☎820－1505

　空き状況によっては、ご希望に添えない場合があります。ワクチンの供給等により、日時や
使用するワクチンについては、今後変更する場合があります。

18歳～59歳の基礎疾患のある方について
①～③に該当する場合で接種を希望される方は、申請書の提出が必要です。
①下記の疾患があり、通院／入院している方
　・慢性の呼吸器の病気　　　　　　　　　　　 ・慢性の心臓病（高血圧を含む。）
　・慢性の腎臓病　　　　　　　　　　　　 　　・慢性の肝臓病（肝硬変等）
　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
　・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く） ・染色体異常
　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）
　・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 　　・睡眠時無呼吸症候群
　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
　・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所

持している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する
場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

②BMIが30以上である方
③新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた方

１～３回目接種の予約も受け付けています。接種を希望する場合はWeb予約
システムから予約または坂町コロナワクチン予約窓口（☎820-1545）へ
お電話ください。

問合せ　坂町コロナワクチン予約窓口　☎820－1545（平日９時～17時）

申請が必要な方にはすでに申請書を送付しています。お早めに申請書を提出してください。
問合せ　役場民生課　☎820－1505

接種会場 曜日 接種日 受付時間 ワクチン

町民センター
※12歳以上が
対象です。

木 7月　7日・7月14日
7月21日 13時30分～16時00分 武田／モデルナ

金
7月　1日・7月　8日
7月15日・7月22日
8月　5日

9時00分～15時30分 武田／モデルナ

土
7月　2日・7月　9日
7月16日・7月23日 9時00分～15時30分

8月　6日・8月20日
8月27日 13時30分～15時30分

ファイザー

小屋浦小学校 日

金

7月31日
7月　1日・7月　8日
7月15日・7月22日
7月29日・8月　5日
8月12日・8月19日
8月26日

9時00分～15時30分 武田／モデルナ

済生会広島病院
※中学生以下は
接種できません。

15時30分～16時15分 ファイザー

対　象 手続き 支給日
坂町で児童手当の対象と
なっている中学３年生以下

高校生
平成16年4月2日～平成19年
4月1日生まれの子

新生児
　和４年６月１日～　和５年
４月１日までに生まれた子
公務員等は年　に関わらず、
申請が必要です。

申請不要 7月8日（金）

申請書の提出が必要です
申請期限：　和4年10月31日
※ただし、児童手当の対象となって
いる兄弟がいる場合は申請不要。

申請書の提出が必要です
申請期限：　和5年4月14日

申請書受付後、
随時、振り込み
ます。

申請書の提出が必要です　
申請期限：　和4年10月31日


